
さいたま市物品納入等業者選定基準要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、さいたま市契約規則第４６条の規定に基づいて、市が発注する物品の

製造の請負、買入れ、修理又は売払い（以下「物品納入等」という。）に係る指名競争入

札の参加業者及び見積徴取の業者（以下「入札参加業者等」という。）を選定するための

必要な事項を定め、入札参加業者等の選定の厳正かつ公平な執行を図るものとする。 

（選定の適格性） 

第２条 入札参加業者等の選定にあたっては、さいたま市競争入札参加資格に関する審査を

受け、物品納入等に係る資格者名簿に登載された者（以下「有資格者」という。）につい

て、次の各号に掲げる事項に留意し、入札参加業者等の適格性を判断するものとする。 

（１） 経営及び信用状況 

（２） 不誠実な行為の有無 

（３） 当該契約についての技術的適正又は履行能力 

（４） 既契約の履行成績 

（指名の基準） 

第３条 市長は、前条に定める事項において適格と判断された者のうち、当該物品納入等に

係る業種を登録している有資格者の中から、指名するものとする。 

（優先指名） 

第４条 前条に定める指名を行うにあたっては、次の各号に該当する有資格者があるときは、

優先して指名することができる。 

（１） 本店又は本市との契約権限を有する主たる営業所を本市内に有する者 

（２） 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律（昭和４１年法律第９７号）

に基づく中小企業者 

（指名業者数） 

第５条 入札参加業者等の指名業者数は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める

とおりとする。ただし、特に必要な場合においては、この限りではない。 

(１) 物品の購入 

ア １，０００万円以上 ７名以上 

イ ５００万円以上１，０００万円未満 ６名以上 



ウ １６０万円以上５００万円未満 ５名以上 

エ ８０万円以上１６０万円未満 ４名以上 

オ ３０万円以上８０万円未満 ３名以上 

カ １０万円以上３０万円未満 ２名以上 

キ １０万円未満 １名以上 

(２) 印刷等の製造請負又は物品の修理 

ア １，０００万円以上 ７名以上 

イ ５００万円以上１，０００万円未満 ６名以上 

ウ ２５０万円以上５００万円未満 ５名以上 

エ １３０万円以上２５０万円未満 ４名以上 

オ ３０万円以上１３０万円未満 ３名以上 

カ ３０万円未満 ２名以上 

 （随意契約の特例） 

第６条 随意契約において、特殊な物品等を購入するにあたり販売等を行う者が特定されて

いて、有資格者の中から選定できない場合で市長が認めた場合は、有資格者以外の者を選

定することができる。 

附 則 

この要綱は、平成１３年５月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１７年６月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 


